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「
風

宴

薫考
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
―
―

月
」

―
―
公

一

寛
平
二
年
、
讃
岐
守
の
任
期
を
終
え
て
帰
洛
し
た
菅
原
道
真
は
、
宇
多
天
皇

主
催
の
曲
水
宴
に
参
加
し
、
次
の
よ
う
な
詩
を
賦
し
た
。

三
月
三
日
侍
於
雅
院
賜
侍
臣
曲
水
之
飲
応
製
　
　
菅
原
道
真

郷
度
風
光
臥
海
浜
　
風
光
を
郷
度
し
海
浜
に
臥
す

可
憐
今
日
遇
佳
辰
　
憐
れ
む
べ
し
今
日
佳
辰
に
遇
ふ
こ
と
を

近
臨
桂
殿
廻
流
水
　
近
く
臨
む
桂
殿
廻
流
の
水

遥
想
蘭
亭
晩
景
春
　
遥
に
想
ふ
蘭
亭
晩
景
の
春

仙
轟
追
来
花
錦
乱
　
仙
轟
追
ひ
来
り
て
花
錦
乱
る

御
簾
巻
却
月
鈎
新
　
御
簾
巻
却
し
て
月
鈎
新
た
な
り

四
時
不
廃
歌
王
沢
　
四
時
王
沢
を
歌
ふ
こ
と
を
廃
め
ず

長
断
詩
臣
作
外
臣
　
長
く
詩
臣
の
外
臣
た
る
こ
と
を
断
た
ん

∩
菅
家
文
草
』
巻
四

。
３２４
）

首
聯
は
、
讃
岐
に
居
て
虚
し
く
過
ご
し
て
い
た
頃
と
、
今
日
こ
の
曲
水
宴
に

参
加
で
き
た
こ
と
の
喜
び
と
を
い
う
。
領
聯
、
頸
聯
で
曲
水
宴
の
光
景
を
描
写

滝

幸

司

し
、
尾
聯
で
、
こ
の
宴
に
参
加
で
き
た
喜
び
を
詠
む
の
で
あ
る
が
、
四
季
折
々

の
季
節
に
王
沢
を
謳
う
こ
と
を
や
め
な
い
で
い
た
い
、
そ
の
た
め
に
、
「詩
臣
」

で
あ
る
こ
の
私
を

「外
臣

（
＝
地
方
官
ど

に
任
じ
な
い
で
は
し
い
、
と
い
う
。

「
四
時
…
…
歌
二
王
沢
こ

と
は
、
こ
の
曲
水
宴
を
含
め
四
季
折
々
の
季
節
に
開

か
れ
る
公
宴
詩
会
で
天
子
の
徳
を
讃
え
る
詩
を
賦
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
。
道
真
は
、
公
宴
詩
会
で

「
王
沢
」
を
謳
歌
す
る
た
め
に
、
都
に
「詩
臣
」

と
し
て
留
ま
っ
て
い
た
い
と
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
真
の
願
望

は
、
讃
岐
守
時
代
の
詩
に
顕
著
に
見
え
、
「毎
′
属
二佳
辰
公
宴
日
一　
空
々
湿
損

客
衣
襟
」

（『菅
家
文
草
』
巻
四

。
２８４

「
正
月
十
六
日
憶
宮
妓
踏
歌
し

と
、
讃

岐
に
居
る
ば
か
り
に
都
で
の
公
宴
に
参
加
で
き
な
い
自
分
を
悲
し
ん
で
お
り
、

前
掲
曲
水
宴
詩
尾
聯
と
好
対
照
で
あ
ろ
う
。
道
真
の
こ
う
し
た
悲
嘆
に
つ
い
て
、

波
戸
岡
旭
氏
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
祈
¨

道
真
に
限
ら
ず
詩
賦
の
オ
有
り
と
自
負
す
る
者
に
と

っ
て
朝
廷
の
詩
宴
に

列
席
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
の
名
誉
で
あ

っ
た
が
、
道
真
の
詩
宴

に
寄
せ
る
意
欲
は
殊
の
ほ
か
激
し
く
顕
で
あ

っ
た
。
た
と
え
が
讃
岐
時
代

の
仁
和
五
年

（
八
八
九
）
の
詩
に
は
、

（引
用
者
注
、
前
掲

「正
月
十
六
日
億
宮
妓
踏
歌
」
の
尾
聯
を
引
く
、
省
略
）



と
あ
り
、
地
方
官
の
身
で
は
踏
歌
の
節
会
を
始
め
、
あ
ら
ゆ
る
詩
宴
に
列

席
出
来
な
い
と
の
悲
哀
を
か
こ
っ
て
い
る
。
地
方
官
の
憂
き
身
の
最
た
る

も
の
と
し
て
、
詩
宴
に
参
席
出
来
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

…
…
中
略
…
…

（引
用
者
注
、
前
掲

「三
月
三
日
侍
於
雌
院
賜
侍
臣
曲
水
之
飲
応
製
」
の
尾
聯
を
引

く
、
省
略
）

右
は
、
仁
和
二
年

（
八
九
〇
）、
受
領
交
替
の
解
由
を
待
た
ず
に
讃
岐
か

ら
帰
京
し
、
そ
の
直
後
に
催
さ
れ
た
曲
水
の
侍
宴
に
お
け
る
作
の
結
句
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
官
廷
詩
人
た
る
者
が
地
方
官
に
な
る
こ
と
は
断
ち
た

い
も
の
だ
と
い
う
願
い
を
直
裁
に
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
訴
え

で
す
ら
あ
る
。
中
央
に
居
た
い
の
は
、
常
に
主
上
に
近
く
侍
坐
し
て
王
沢

を
謳
い
、
聖
恩
を
謝
し
、
聖
徳
を
寿
ぎ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

道
真
に
限
ら
ず
当
時
の
文
人
達
に
と

っ
て
、
公
宴
詩
会
の
賦
詩
が
極
め
て
名

誉
で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

『
日
本
後
紀
』
以
下
の
正

史
を
見
渡
せ
ば
、
文
徳
天
皇
朝
辺
か
ら
詩
会
記
事
は
ほ
と
ん
ど
公
宴
詩
会
に
限

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
に
疑
い
は
な
く
、
ま
た
、
道
真
ら
文
人
は
、

律
令
官
人
で
あ
る
上
で
旦
つ
文
人
で
あ
る
以
上
、
公
宴
詩
会

へ
の
参
加
は
官
人

と
し
て
律
令
社
会
で
の
場
所
を
占
め
る
重
要
な
根
拠
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
公
宴
詩
会
に
関
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
律
令
官
人
達
―
道
真
ら
文

人
は
勿
論
、
そ
れ
以
外
の
官
人
を
も
含
め
て
―
の
意
識
に
関
し
て
も
、
こ
の
波

戸
岡
氏
の
論
以
外
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
公
宴

齢確“̈
【̈̈
］剛”輔』刹醐』には】わ翻Ⅷュ”いはヽ
、「剃動静

会
の
際
の
兼
題
擬
作
の
詩
が
本
義
を
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
へ
凋
心
錢
骨

」
に
嘲
胸
″
嘲
れ
は
い
¨
罐
疇
菱
稀
と
と
れ
】
郊
Ｆ
籐
¨
時
わ
れ
漱
な
議
詢
獄

と
も
に
、
公
宴
詩
会
の
意
味
付
け
が
こ
れ
ま
で
に
積
極
的
に
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
も
起
因
し
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
公
宴
詩
会
の
機
能

と
変
遷
に
つ
い
て
、

「風
月
」
と
い
ぅ
語
を
起
点
と
し
て
考
察
を
加
え
る
。

二

「風
月
」
と
い
う
語
が
、
単
に
自
然
現
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「風
」
と
「
月
」

娃
』
御
藤
け
は
』
転
が
曽
「時
動
権
嚇
嶋
麟

つ せ
“
制
麒
計
″
鴫
嘲
村
％
牡
崚
「
ｒ

曽
根
氏
は
、
上
代
か
ら
平
安
朝
全
般
の
用
例
を
検
討
さ
れ
、

「詩
心
を
昂
揚
さ

せ
る
自
然
」
と
し
て
あ

っ
た

「風
月
」
が
、
平
安
朝
の
半
ば
頃
―
―
菅
原
文
時

辺
―
―
か
ら

「風
月
」
だ
け
で

「詩
」
を
も
表
す
こ
と
に
も
な

っ
た
こ
と
、
そ

の
転
換
点
が
菅
原
道
真
の
用
法
に
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
次
の
詩
は
、

「詩
心
を
昂
揚
さ
せ
る
自
然
」
と
し
て
あ

っ
た

「風
月
」
が
、

「詩
才
」
の
意

で
使
わ
れ
た
例
と
し
て
大
曽
根
氏
が
指
摘
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。

奉
感
見
献
臣
家
集
之
御
製
不
改
韻
兼
穀
部
情
　
　
　
　
　
菅
原
道
真

反
哺
寒
烏
自
故
林
　
哺
む
こ
と
を
反
す
寒
烏
は
自
ら
故
林

只
遺
風
月
不
遺
金
　
只
風
月
を
遺
し
て
金
を
遺
さ
ず

且
成
四
七
箱
中
巻
　
且
つ
四
七
と
成
る
箱
中
の
巻

何
幸
再
三
陛
下
吟
　
何
ぞ
幸
な
る
再
三
陛
下
の
吟

犬
馬
徴
情
又
手
表
　
犬
馬
の
微
情
手
を
叉
ぬ
き
て
表
す

水
霜
御
製
遍
身
侵
　
泳
霜
の
御
製
身
に
遍
く
侵
す

恩
草
父
祖
無
涯
岸
　
恩
は
父
祖
に
軍
び
て
涯
岸
無
し



誰
道
秋
来
海
水
深
　
誰
か
道
は
ん
秋
来
り
て
海
水
深
し
と

合
菅
家
後
集
』
４６９
）

こ
の
詩
の

「風
月
」
に
つ
い
て
大
曽
根
氏
は
、

「親
鳥
が
日
に
哺
ん
だ
食
物

を
与
え
育
て
る
と
子
鳥
は
必
ず
恩
返
し
を
す
る
と
い
う
が
、
祖
父
と
父
の
二
代

に
亘
る
薫
陶
に
よ

っ
て
私
は
自
然
に
家
業
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
祖
は
私

に
た
だ
風
月
を
残
し
て
く
れ
た
が
金
は
残
さ
な
か
っ
た
。
…
…
中
略
…
…

「故

林
」
が
家
業
で
あ
る
学
問
詩
文
の
世
界
を
示
す
も
の
と
す
る
と
、

「風
月
」
は

自
然
を
賞
翫
す
る
詩
心
か
ら
進
ん
で
、
風
月
を
愛
し
て
詩
に
表
現
す
る
文
学
的

資
質
才
能
を
表
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
か
か
る
用
例
は
彼
の

他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
。
」

と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
次
の
例
も
こ
れ

に
準
じ
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

絶
句
十
首
賀
諸
進
士
及
第

（
１
）
　
　
菅
原
道
真

七
々
顔
齢
是
老
生
　
七
々
の
顔
齢
是
れ
老
生

誓
云
未
死
遂
成
名
　
誓
ひ
て
云
ふ
未
だ
死
な
ず
し
て
遂
に
名
を
成
さ
ん

と

明
王
若
間
君
才
用
　
明
王
若
ひ
君
が
才
用
を
問
ひ
た
ま
は
ば

（
５
）

吏
幹
差
勝
風
月
情
一　
吏
幹
差
や
勝
る
風
月
の
情

賀
丹
誼
　
　
　
　
丹
誼
を
賀
す亀
菅
家
文
草
』
巻
二
。
１２９
）

こ
れ
は
、
道
真
が
文
章
生
試
に
合
格
し
た
学
生
を
祝
し
た
詩
で
あ
る
が
、
天

子
が
君
の
才
能
を
問
わ
れ
れ
ば
、

「吏
幹
」
が

「風
月
」
ょ
り
も
優
れ
て
い
る

と
答
え
よ
う
、
と
詠
ん
で
い
る
。

「吏
幹
」
は
、
正
史
の
卒
伝
等
に
散
見
し
、

政
治
の
実
務
に
対
す
る
才
能
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の

「風
月
」

も

「詩
作
の
才
」
を
表
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
曽
根
氏
は
、
道
真
の
こ
の
よ
う

な
用
法
を

「我
国
の
先
樅
文
学
か
ら
は
探
し
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
道
真
の
用
法
が
、

「風
月
」
＝

「詩
」
と
い
う
用
法

を
導
き
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

「風
月
」
と
詩
作
と
が
緊
密
に

結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
π
ｔ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の点
は、
大
曽
根
論

文
に
詳
細
で
あ
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

前
掲
し
た
道
真
の

「風
月
」
は
、
詩
才
を
意
味
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
前
者

は
、
道
真
に
受
け
継
が
れ
た

「故
林
」
に
お
け
る

「風
月

（
＝
詩
才
と

で
あ

り
、

「故
林
」
と
は
、
該
詩
の
題
に
あ
る

「御
製
」

（
醍
醐
天
皇

「見
右
丞
相

献
家
集
」、
『菅
家
後
集
』
所
収
）
の

「門
風
自
′古
是
儒
林
」
に
対
応
し
、
道
真

に
及
ぶ
三
代
の
儒
業
を
指
す
。

「風
月
」
は
そ
こ
か
ら

「遺
」
さ
れ
た
才
な
の

で
あ
る
。
道
真
が

「
家
業
年
租
本
課
／詩
」
合
菅
家
文
章
』
巻
二
・
１２０

「
予
作

詩
情
怨
之
後
再
得
菅
著
作
長
句
二
篇
、
解
釈
予
憤
安
慰
予
愁
、
憤
釈
愁
慰
朗
然

如
醒
、
予
重
抒
蕪
詞
謝
其
得
意
∧
本
韻
∨
し
―
―
先
祖
代
々
の
家
業
で
租
税
と

し
て
詩
を
課
さ
れ
て
い
る
―
―
と
詠
ん
だ
認
識
と
同
様
で
、
三
代
に
亘
る
職
業

と
し
て
の
詩
、
そ
の
才
能
と
し
て
の

「風
月
」
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、
「吏
幹
」

と
同
列
に
捉
え
ら
れ
る

「風
月

（
＝
詩
才
ど

で
あ
る
以
上
、
政
治

の
実
務
才

能
と
同
レ
ベ
ル
の

「才
用
」
と
し
て
の

「風
月
」
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
と

も
に
、
国
家
に
仕
え
る
才
と
し
て

「風
月
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た

「風
月
」
と
は
具
体
的
に
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
の
例
が
参
考
に
な
ろ
う
。

答
諸
公
卿
請
減
封
禄
表
勅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
原
文
時

勅
。
朕
以
二沙
身
一、
謬
為
二
元
首
・。
運
属
二溌
世
「
道
離
二淳
源
・。
近
曽
炎
早
、



人
庶
憂
労
。
祟
二神
霊
一而
無
／功
、
転
二経
王
一而
不
／験
。
是
用
窮
親
二
節

倹
一
心
期
二感
通
一。
乃
稽
二
旧
章
・、
重
施
二新
詔
一。
衣
弥
慮
′
無
二
異
線
↓
食

亦
嫌
／有
二兼
珍
・。
所
二以
為
フ
民
也
。
而
卿
等
不
／称
二療
天
之
厭
徳
↓還
美
二

紫
泥
於
流
謙
一。
内
合
二議
於
股
肱
一、
外
引
二彙
於
朱
紫
一。
任
二
至
情
一
而
求
／

折
′封
、
違
二往
跡
一而
陳
′
減
′禄
。
朕
猶
怪
焉
。
夫
災
害
之
興
、
必
有
／所
／

応
。
朕
之
不
′逮
、
蓋
自
招
／之
。
朕
独
可
二対
′
民
而
謝
一臭
、
卿
等
何
剋
′

己
而
同
乎
。
況
大
夫
等
、
国
恩
是
憑
、
私
儲
或
乏
。
出
二於
学
館
一者
、
風

月
唯
為
二家
資
一。
移
／
自
二孝
門
一者
、
水
蔵
莫
／非
二禄
養
一。。
来
請
之
旨
、

曽
所
′
不
／容
。
碕
歎
、
非
／
不
′高
敦
俗
之
志
。
然
此
省
檄
将
／
止
二於
予

一

人
之
身
一也
。
天
暦
十
年
八
月
十
九
日

　

（『本
朝
文
粋
』
巻
二

・
５７
）

こ
れ
は
村
上
天
皇
天
暦
十
年
に
、
天
変
地
異
頻
り
な
る
情
勢
に
鑑
み
て
、
臣

下
達
が
自
ら
の
封
禄
を
減
ら
す
こ
と
を
願

っ
て
奉

っ
た
表

へ
の
勅
答
で
、
菅
原

文
時
の
作
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
傍
線
部
に

「風
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

封
禄
を
削
る
と
い
う
臣
下
に
対
し
て
、
臣
下
達
は
、
国
恩
を
頼
み
、
私
財
も
乏

し
か
ろ
う
、

「学
館
」
よ
り
出
身
し
た
も
の
は

「風
月
」
を

「家
資
」
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
し
、
孝
行
に
よ

っ
て
登
用
さ
れ
た
も
の
は
、
貧
し
い
中
で
親
孝

行
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
封
禄
を
削
る
と
い
う
要
請
を
聞
く
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。

「出
二於
学
館
一者
、
風
月
唯
為
二
家
資
こ

の
表
現

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

「学
館
」
は
、
一一望
口清
行
の

「意
見
封
事
十
二

箇
条
」

（『本
朝
文
粋
』
巻
二
。
６７
）
の

「請
加
給
大
学
生
徒
食
料
事
」
に
「然

而
学
生
等
、
成
立
之
望
猶
深
、
飢
寒
之
苦
自
忘
。
各
勤
二鑽
仰
↓
共
住
二学
館
ピ

と
あ
り
、
大
学
寮
の
学
生
の
寄
宿
舎
を

「学
館
」
と
記
し
て
お
り
、
「
出
二於
学

館
一者
」
と
は
、
大
学
寮
出
身
者
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
大
学
寮
出
身
者
が

「
風

月
（
＝
詩
と

で

「家
資
」
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
勅
答
は

「減

封
禄
」
の
要
請
に
答
え
て
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
学
寮
出
身
者
は
、

詩
に
よ

っ
て
封
禄
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
先
述
し
た
道
真

の
例
と
同
様
、

「風
月
」
の
才
に
よ

っ
て
、
国
家
に
仕
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
大
学
寮
出
身
者
―
―
賦
詩
に
よ
っ
て

「資
」
を
得
る
の
で

あ
る
か
ら
、
文
章
道
出
身
者
が
中
心
と
な
ろ
う
―
―
が

「風
月
」
に
よ
っ
て
禄

を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
公
宴
詩
会
の
献
詩
者
と
な
り
、
そ
こ

で
詩
を
賦
し
封
禄
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

公
宴
詩
会
と
し
て
重
要
な
、
内
宴

。
重
陽
宴
の
献
詩
者
＝

「文
人
」
に
関
す

る
規
定
を
み
れ
ば
、
内
宴
に
お
い
て
は
、
「蔵
人
頭
奉
′仰
、
今
仰
下
廻
可
ラ
参
二文

人
等
一。
∧
儒
士
井
文
章
得
業
生
、
候
二蔵
人
所
一文
章
生
、
在
二諸
司
一旧
文
章
生
、

才
学
傑
出
者

一
両
。
但
内
記
依
′
例
預
／之
∨
」
翁
北
山
抄
』
所
引
清
涼
記

「内

宴
し

と
あ
り
、
重
陽
宴
の
規
定
で
も
、
「応
′
召
二文
人
一者
、
前
二
日
省
簡
二定

文
章
生
羊
諸
司
官
人
堪
′
属
′文
者
（造
′簿
預
令
二宣
告
こ

（『延
喜
式
』
式
部
省

下

「九
月
九
日
菊
花
宴
し

と
、
文
章
生
が
召
集
さ
れ
て
い
る
。
文
章
道
出
身

者
が
公
宴
詩
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
勿
論
そ
の
禄
に

関
し
て
も

『
延
喜
式
』
大
蔵
省

。
諸
節
禄
法
等
に
定
め
ら
れ
て
い
ぁ
も

つ
ま
り

彼
ら
は
公
宴
詩
会
で
詩
を
賦
す
こ
と
に
よ
り
禄
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
「出
ニ

於
学
館
一者
、
風
月
唯
為
二家
資
こ

と
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「風
月
」
は
公
宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

ま
た
紀
長
谷
雄

「延
喜
以
後
詩
序
」

∩
本
朝
文
粋
』
巻
八

。
２０‐
）
に

「故
予
延
喜
以
後
不
′
好
′
言
′詩
。
風
月
徒
拠
、
煙
華
如
′棄
。
雖
／関
二
公
宴
一

不
二敢
深
思
一只
避
二格
律
之
責
一而
己
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
詩
を
言
う
こ
と
を
最
早
好
ま
な
い
か
ら

「風
月
」

「煙
華
」
を
投

げ
捨
て
よ
う
、
そ
し
て
公
宴
に
預
か
っ
て
も
格
律
の
責
め
を
逃
れ
る
だ
け
だ
、



と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
な
ら
ば
、
公
宴
詩
会
で
は

「風
月
」

「煙

華
」
を
投
げ
捨
て
ず
に

「詩
」
を

「
言
」
う
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。

「
風
月
」
と
公
宴
詩
会
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「
風
月
」
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
詩
作
の
場
は
具
体
的
に
は
公

宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
平
安
朝
に
お
け
る

「風
月
」

の
例
を
通
覧
す
る
と
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。
例
え
ば
、
菅
原
文
時
の
詩
文
に

は
先
の
勅
答
以
外
に
同
様
な
用
法
が
見
出
せ
る
。

「老
閑
行
」

（『本
朝
文
粋
』

巻
十
二
。
３５４
）
の

「家
資
風
月
雖
／
老
未
各
心、
世
路
喧
章
雖
／
去
猶
聴
」
と
い

う
表
現
は
、
勅
答
の

「風
月
唯
為
二家
資
こ

と
重
な
り
、
公
宴
詩
会
を
意
識
さ

せ
よ
う
。
ま
た
、

「意
見
封
事
三
箇
条
」
∩
本
朝
文
粋
』
巻
二
・
６８

「封
事
三

箇
条

（
３
）
ｏ
請
不
廃
失
鴻
膿
館
懐
遠
人
励
文
士
事
し

に
は
、

「方
今
詞
人
才

子
、
顧
相
誠
日
、
人
命
有
′
限
、
世
途
難
′拠
。
何
徒
勤
二苦
於
風
月
之
間
一乎
。

請
見
鴻
膿
館
之
不
％
可
三復
為
二文
場
一実
。
」

と́
あ
る
。
衰
亡
し
て
い
る
鴻
臓
館

の
復
旧
を
要
請
し
た
条
に
記
さ
れ
た

「詞
人
才
子
」
の
嘆
き
で
あ
る
。
世
を
渡

る
こ
と
を
投
げ
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
い
た
ず
ら
に
詩
作
に
勤
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
鴻
膿
館
が
廃
れ
て
い
る
た
め
に

「文
場
」
と
は
な
ら
な

い
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、

「文

場
」
と
し
て
の
鴻
慮
館
が
あ
れ
ば
、
「
風
月
」
に

「勤
苦
」
す
る
こ
と
も

「徒
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
公
宴
詩
会
で
の
賦
詩
に
準
じ
て

考
え
ら
れ
る
。

申
文
に
も

「風
月
」
は
見
出
せ
る
。
申
文
は
自
分
の
職
歴
を
述
べ
、
昇
進
等

を
願
う
文
章
で
あ
る
。
そ
の
中
に

「風
月
」
で
国
家
に
仕
え
た
と
い
う
表
現
が

見
え
る
の
は
、
や
は
り
公
宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
よ
う
。

正
四
位
下
行
式
部
大
輔
兼
文
章
博
士
菅
原
朝
臣
文
時
誠
僅
誠
恐
謹
言

請
殊
蒙
天
裁
依
勤
績
及
儒
労
叙
従
三
位
状

…
若
不
′蒙
二澳
沢
（
忽
填
二溝
墾
「
則
恐
天
下
文
士
、
海
内
学
徒
、
不
′
知
ニ

公
家
用
／賢
捨
′
愚
之
意
一、
偏
見
二文
時
之
沈
冷
一
相
誠
皆
以
為
、
勿
下
以
ニ

風
月
之
情
一奉
ジ
君
、
勿
下
以
二儒
雅
之
事
一報
，
国
臭
。
詩
書
礼
楽
之
道
、
従
′

此
而
可
二永
荒
・　
　
　
　
　
　
　
（『本
朝
文
粋
』
巻
六

。
１５２
）

こ
れ
は
、
文
章
博
士
で
あ
る
自
分
が
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
な
か

っ
た
な
ら
ば
、

天
下
の
文
士

・
学
徒
が
、

「詩
」
や

「儒
学
」
で
国
に
報
じ
な
い
よ
う
に
な
る
、

と
危
惧
し
た
も
の
で
、
国
家
に
仕
え
る
方
法
と
し
て
の

「風
月
」
が
確
認
さ
れ

る
。
同
様
の
例
は
文
時
以
外
に
も
確
認
で
き
、
大
江
匡
衡
も
申
文
の
中
で

「叙

位
労
十
箇
年
、
博
士
労
五
箇
年
、
以
二儒
学
一為
′
業
、
以
二風
月
一為
′資
。
」
亀
本

朝
文
粋
』
巻
六

。
１６０

「請
特
蒙
鴻
慈
因
准
先
例
兼
任
弁
官
左
右
衛
門
権
佐
大
学

頭
等
申
他
官
替
状
し

と
記
し
、
文
時
作
の
勅
答
や

「老
閑
行
」
に
も
見
え
た

「風
月
」
を

「資
」
と
す
る
と
い
う
措
辞
と
重
な
り
、
こ
れ
も
具
体
的
に
は
公

宴
詩
会
の
詩
作
を
意
味
し
よ
う
。

三

以
上
、

「風
月
」
が
公
宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
国
家
に
仕

え
る
手
段
と
し
て

「風
月
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
公
宴
詩
会
に
参
加

し
て
の
献
詩
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
殊
に
文
時
の
作
に
な
る
勅
答
の

「風

月
」
や
申
文
に
表
れ
る

「風
月
」
は
そ
の
こ
と
を
制
粕
に
表
し
て
い
よ
う
。
勿

論
、
全
て
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
う
し
た

「風
月
」
の

用
法
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
公
宴
詩
会
に
対
す
る
文
人
達
の
意
識
を
考
え
る
緒

が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「風
月
」
は
実
は
申
文
に
多
く
見
ら
れ
る
措
辞
で
も
あ
る
の
だ
が
、
申
文
が



国
家
に
仕
え
た
職
歴
を
述
べ
る
こ
と
で
昇
進
等
を
願
う
文
章
で
あ
る
以
上
、
そ

こ
に
表
れ
る

「風
月
」
は
、
国
家
の
行
う
公
宴

・
儀
式
に
お
け
る
詩
会
で
の
献

詩
を
指
そ
う
。
先
の
文
時

・
匡
衡
の
申
文
の
例
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
献
詩
に

よ
っ
て
律
令
国
家
に
仕
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
仕
え
て
き
た
実
績
を
述
べ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
申
文
の

「
風
月
」
で
あ
る
の
に
、
次
の

よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
。

正
五
位
下
行
文
章
博
士
大
江
朝
臣
以
言
誠
捏
誠
恐
謹
言

請
特
蒙
天
恩
因
准
先
例
依
儒
学
労
被
兼
任
弁
官
開
左
右
衛
門
権
佐
申
他
官
替

状
以
言
昔
在
二
丁
年
一
早
登
二甲
科
一。
蓬
宮
芸
閣
賜
′宴
之
筵
、
必
蒙
二其
徴
辟
・、

王
公
卿
相
言
′詩
之
座
、
必
列
二其
風
塵
一。
雖
′
葱
二才
望
之
愚
賤
↓
未
′
免
ニ

風
月
之
荷
担
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『本
朝
文
粋
』
巻
六
１６５
）

こ
れ
は
、　
一
条
朝
の
儒
者
大
江
以
言
の
申
文
で
あ
る
。
以
言

は
、

「蓬
宮

（
＝
内
裏
と
、

「芸
閣

（
＝
内
御
書
所
と

で
の
詩
宴
や

「
王
公
卿
相
」
の
詩
会

で
、
「
風
月

（
＝
詩
と

の
責
任
を
負

っ
て
仕
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
申

文
で
は

「蓬
宮
」
で
の
詩
宴
、
つ
ま
り
公
宴
儀
式
を
中
心
と
し
た
天
皇
が
主
催

す
る
詩
宴
と
、
そ
れ
以
外
の

「
王
公
卿
相
」
と
い
う
臣
下
の
詩
宴
で
の

「風
月

の
荷
担
」
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
双
方
を
自
分
の
功
績
と
し
て
申
文
で
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
申
文
に
お
け
る

「風
月
」
は
国
家
に
報
ず
る
手
段
と
し

て
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
異
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
何
様
に

理
解
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も

「風

月
」
に
よ

っ
て
国
家
に
報
ず
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
公
宴
詩
会
で
の
機
能
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
次
の
喜
田
新
六

鴫
ゲ
儀
式
に
関
す
る
示
唆
的
な
見
解
が
参
考
に
な
ろ
う
。

儀
式
の
内
容
を
な
す
各
種
の
儀
礼
は
、
当
時
の
国
家
体
制
の
維
持
運
営
の

た
め
に
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
…
中
略
…
儀
式
に

規
定
し
て
あ
る
儀
礼
は
、
君
臣
上
下
の
秩
序
と
上
奏
、
下
達
の
形
式
と
を
、

空
間
的
位
置
と
参
列
者
の
行
動
と
に
表
現
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ

一
種
の

演
技
で
あ

っ
て
、
儀
式
に
規
定
し
て
あ
る
そ
の
次
第
書
き
の
通
り
に
、
毎

年
繰
返
し
て
参
列
者
を
行
動
せ
し
め
、
彼
等
を
し
て
、
日
と
耳
と
再
拝
等

の
行
動
等
に
よ

っ
て
、
君
臣
上
下
の
秩
序
と
自
己
の
地
位
分
限
と
を
覚
ら

し
め
る
の
で
あ
る
。

儀
式
と
は
、
律
令
体
制
維
持
運
営
の
た
め
に
、
常
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ

と
で
、
君
臣
上
下
の
秩
序
の
維
持
を
保
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
機
能
を
持
つ
儀
式
の
中
で
、
詩
作
が
行
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
公
宴
詩
会
で
の
詩
は
、
儀
式
の
内
容
を
褒
め
称
え
、
天
皇
の
徳
を
賛
美
す

る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
が
、
儀
式
に
お
け
る
機
能
と
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ

れ
は
儀
式
の
正
し
い
運
営
を
讃
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
君
臣
上
下
の

秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
公
宴
詩
会
で
の
賦
詩
の

機
能
と
は
、
そ
う
し
た
秩
序
維
持
の
方
策
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

「風
月
」
が
国
家
に
報
ず
る
手
段
と
も
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
掲
の
以
言
の
申
文
は
、
公
宴
詩
会
に
対
す
る
意
識

の
変
化
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
当
時
、
つ
ま
り

一
条

朝
一の雑罐端一つら開け】いれ諏彿猜詢査ヵ、「れ勁「いにような結果が

得
ら
れ
る
。



（
１１
）

天
皇
主
催
の
詩
会
　
四
十
六
回

（内
、
公
宴
詩
会
　
　
　
七
回
）

臣
下
主
催
の
詩
会
　
五
十
七
回

（内
、
道
長
主
催
　
四
十
二
回
）

参
考
ま
で
に
、
醍
醐
朝
三
十
四
年
間
の
詩
会
は
次
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

天
皇
主
催
の
詩
会
　
五
十
三
回

（内
、
公
宴
詩
会
　
四
十
二
回
）

臣
下
主
催
の
詩
会
　
　
十
二
回

醍
醐
朝
の
詩
会
は
ほ
と
ん
ど
が
公
宴
詩
会
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
目
立
た
な

い
。
そ
れ
に
引
き
替
え

一
条
朝
で
顕
著
な
の
は
、
公
宴
詩
会
の
減
少
と
、
道
長

家
詩
会
の
多
数
の
挙
行
で
あ
る
。
公
宴
詩
会
は
、　
一
条
朝
に
入

っ
て
突
然
減
少

し
た
の
で
は
な
く
、
既
に
、
冷
泉
朝
辺
か
ら
徐
々
に
挙
行
さ
れ
な
く
な

っ
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
時
代
に
公
宴
詩
会
が
五
回
と
い
う
の

は
、
日
立
つ
く
ら
い
で
は
あ
る
の
だ
が
、
や
は
り
、
上
述
し
た
よ
う
な
天
皇
を

中
心
と
し
た
秩
序
維
持
の
方
策
と
し
て
の
儀
式
は
既
に
機
能
し
て
い
な
い
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
”
¨
そ
れ
と
と
も
に
顕
著
な
の
が
、
こ
の
時
、
左
大
臣
と
し
て

一
の
人
で
あ

っ
た
、
藤
原
道
長
家
で
の
詩
会
の
多
さ
で
あ
る
。
他
の
臣
下
に
は

詩
会
を
主
催
す
る
記
事
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
の
に
対
し
、
道
長
家
の
詩
会
は

異
例
な
ほ
ど
に
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
詩
会
も

「十
二
日
　
自
二左
大
殿
一

（道
長
）
有
／
召
、
依
二作
文
事
一也
、
大
内
記
斉
名
朝
臣
上
′題
、
寒
花
為
／客
栽

〈
以
′
心
為
′韻
〉
、
文
章
博
士
匡
衡
朝
臣
献
′序
…
下
略
…
」
∩
権
記
』
長
徳
三

年
十
月
）、

「
十
二
日
、

癸
巳
、
天
晴
、
馬
場
殿
上
人
会
合
、
有
二作
文
事
↓
水

清
似
二晴
漢
↓以
′秋
為
／韻
、
上
達
部
五
六
人

・
殿
上
人

。
儒
者

。
経
二文
章
生
一

者
十
許
、
未
時
事
始
、
子
丑
時
許
事
了
」

（『御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
九
月
）

と
あ
る
よ
う
に
、
上
達
部

・
殿
上
人

・
文
章
博
士
や
文
章
生
等
も
参
会
す
る
、

大
が
か
り
な
、
公
宴
詩
会
に
近
い
規
模
の
詩
会
で
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
道
長
の
強
烈
な
権
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
と

も
あ
れ
公
宴
詩
会
の
衰
退
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
か
の
よ
う
な
道
長
家
詩
会
の
、

幾
多
の
挙
行
が
確
認
さ
れ
る
。
以
言
の
申
文
の
表
現
に
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
が

反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
言
が
申
文
で
、

「
王
公
卿
相
」
の
詩
会
―
恐

ら
く
は
道
長
主
催
の
詩
会
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
―
と
公

宴
詩
会
と
を
同
列
に
功
績
と
し
て
扱
う
の
は
、
道
長
家
詩
会
に
収
餃
す
る
で
あ

ろ
う
臣
下
主
催
の
詩
会
も
、
天
皇
主
催
の
公
宴

・
儀
式
と
同
じ
賦
詩
の
場
で
あ

る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
宴
詩
会
が
そ
の
本
質
を
失

っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
道
長
家
詩
会
が
、
公
宴
詩
会
並
の
権
威

・
機
能
を
持

っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
ま
た
そ
の
両
方
で
あ

っ
た
の
か
、
今
後
、
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
同
時
代
の
文
章
博
士
で
あ
る
大
江
匡
衡
に

も
見
出
せ
る
。

返
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
匡
衡

貞
観
政
要
十
巻

右
依
／
召
返
上
如
′件
。
但
除
書
以
後
、
心
若
二死
灰
一。
今
度
之
政
、
以
二文

章
宿
学
之
咎
一
不
ノ給
二可
／給
之
官
一。
例
自
二公
宴
釈
彙
、
及

一
所
詩
宴
・

以
外
、
永
絶
二風
月
之
交
↓
又
絶
二雑
筆
一同
′前
。
…
…
下
略
…
…

長
保
二
年
二
月
六
日
　
　
　
窮
儒
大
江
匡
衡

∩
本
朝
文
粋
』
巻
七

・
１９２
）

こ
れ
は
匡
衡
が
藤
原
行
成
に
あ
て
た
書
簡
で
あ
る
。
除
日
で
、
望
ん
だ
職
に

つ
け
な
か

っ
た
の
は
、
「文
章
」
を

「学
」
ん
だ

「咎
」
で
あ
る
と
い
い
、
「
公



宴
釈
箕
及
び

一
所
の
詩
宴
よ
り
以
外
は
、
永
く
風
月
の
交
を
絶
た
ん
」
と
、
遣

方
無
い
憤
態
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
釈
箕
は
大
学
寮
の
行
事
で
あ
る
か

ら
公
宴
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
も
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
と
同
列
に

「
一
所
の

詩
宴
」
と
あ
る
。
コ

所
」
は
柿
村
重
松
氏

『本
朝
文
粋
註
釈
』
に
「
一
所
　
職

源
抄
上
云
、
執
柄
必
蒙
三

座
宣
旨
一
故
称
二

人
入
又
云
三

所
し
、
案
ず
る

に
一
所
は
摂
政
関
自
を
い
ふ
、
栄
華
物
語
、
花
山
に
も
関
白
殿
の
姫
君
参
ら
せ

奉
り
給
ふ
、
世
の
一
の
所
に
お
は
し
ま
せ
ば
い
み
じ
う
め
で
た
き
と
あ
り
、
当

時
は
藤
原
道
長
摂
政
た
り
」
と
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
摂
関
の
こ
と
、
あ
る
い
は

時
の
一
の
人
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
公
宴
詩
会
と
、
摂
関
と
は
い
え
臣
下
の
詩

会
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら

一
条
朝
辺
で
公
宴
詩
会
は
、
摂
関
の

詩
会
と
同
列
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
言
の
申
文
や
匡

衡
の
書
状
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

四

以
上
、

「風
月
」
の
用
法
を
起
点
と
し
て
公
宴
詩
会
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
。
平
安
朝
に
お
け
る

「風
月
」
は
、
賦
詩
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
そ

の
賦
詩
は
公
宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
、
公
宴
詩
会
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
緒
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
を
立
て
て
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
、　
一
条
朝
に

お
い
て
、
そ
れ
ま
で
公
宴
詩
会
を
意
識
さ
せ
て
い
た

「風
月
」
に
、
臣
下
―
道

長
―
主
催
の
詩
会
の
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
公
宴
詩
会
が
、　
一
条
朝
に

お
い
て
ほ
と
ん
ど
挙
行
さ
れ
な
く
な
り
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
君
臣
上
下
の
秩

序
維
持
の
方
策
と
し
て
機
能
し
な
く
な

っ
た
こ
と
、
道
長
家
詩
会
の
頻
繁
に
開

催
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、

「
風
月
」
の
用
法
と
、
詩
会
挙
行
の
数
値
の
み
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
結
果

で
あ
る
以
上
、
今
後
、
具
体
的
に
詩
会
記
事
を
読
解
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

圧̈（１
）

波
戸
岡
旭
氏

「菅
原
道
真

「九
月
十
日
」
の
詩
に
つ
い
て
」

（漢
文
学
会
々

報
３５
。
平
成
元
年
十
二
月
）

（２
）

公
宴
詩
会
の
個
別
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
源
を
探
る
も
の
が
多
く
、
平

安
朝
に
お
け
る
展
開
ま
で
を
も
見
据
え
た
論
は
少
な
く
、
内
宴
で
は
、
波
戸
岡

旭
氏
「内
宴
と
道
真
の
詩
Ｌ
釜
【礼
文
化
２０
．
平
成
六
年
二
月
）、
重
陽
宴
で
は
、

後
藤
昭
雄
氏

「重
陽
」

『年
中
行
事
の
文
芸
学
』
命
い
文
堂

・
昭
和
五
十
六
年
）

が
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
な
お
稿
者
も
、
内
宴
に
つ
い
て
は

「内
宴
考
」

（詞
林
１８
・
平
成
七
年
十
月
）
で
、
重
陽
宴
に
つ
い
て
は

「
一
条
朝
文
壇
の
形

成
―
―
重
陽
宴
の
変
容
を
通
し
て
―
―
」
『古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
（和
泉

書
院

・
平
成
八
年
）
で
考
察
を
加
え
た
。

（３
）

大
曽
根
章
介
氏

「菅
原
道
真
―
―
詩
人
と
鴻
儒
―
―
」

（
日
本
文
学
２２
・
９

。
昭
和
四
十
八
年
九
月
）

（４
）

後
藤
昭
雄
氏

「古
今
集
時
代
の
詩
と
歌
」

（国
語
と
国
文
学
６０
１
５
・
昭
和

五
十
八
年
五
月
）、
大
曽
根
章
介
氏

「「風
月
」
攻
―
―
菅
原
道
真
を
中
心
と
し

て
―
―
」
（漢
文
学
会
々
報
３６
・
平
成
二
年
十
月
）、
ま
た
近
時
、
後
藤
昭
雄
氏

は

「漢
詩

・
漢
文
を
作
る
」

『岩
波
講
座
日
本
文
学
史
　
第

一
巻
』

（岩
波
書

店

・
平
成
七
年
）
に
お
い
て

『懐
風
藻
』
の

「風
月
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て

い
る
。

（５
）

岩
波
古
典
大
系
本
は

「更
幹
」
に
作
る
が

「吏
幹
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
、

及
び

「吏
幹
」
が
正
史
に
多
く
見
え
る
こ
と
、
後
藤
昭
雄
氏

「菅
原
道
真
の
詩

と
律
令
語
　
続
稿
」

（静
岡
大
教
育
学
部
研
究
報
告

。
人
文
社
会
科
学
篇
３３
・

昭
和
五
十
八
年
二
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（６
）

中
国
で
の
「風
月
」
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
中
国
に
お
け
る

「風
月
」
は
、

唐
以
前
で
は
そ
れ
ほ
ど
確
認
で
き
な
い
。
大
曽
根
氏
も
挙
げ
る
、
『文
心
離
竜
』

（巻
二
・
明
詩
）
の

「璧
二建
安
之
初
（
五
言
騰
踊
、
文
帝
、
陳
思
、
縦
′轡
以

鵬
′節
、
三
、
徐
、
応
、
劉
、
望
′路
而
争
′駆
、
並
憐
二風
月
（
伸
二池
苑
（
述
ニ

恩
栄
い
叙
二酎
宴
Ｌ

や
、

『
詩
品
』
序
の

「越
石
感
乱
、
景
純
詠
仙
、
王
微
風

月
、
謝
客
山
泉
、
叔
源
離
宴
、
飽
照
戊
辺
」
は
、
詩
の
詠
作
の
対
象
と
し
て
、

「池
苑
」
や

「山
泉
」
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
唐
以
前
で
の

「風
月
」

は
、
詠
作
の
対
象
と
し
て
よ
り
も

「塵
沙
塞
下
暗
　
風
月
朧
頭
寒
」
令
楽
府
詩



集
』
巻
二
十
一
「出
塞
」
隋

・
辞
道
衡
）
の
よ
う
に

「風
」
と

「月
」
、
「野

情
風
月
躾
　
山
心
人
事
疏
」
∩
庚
子
山
集
』
巻
五

「奉
和
永
豊
殿
下
言
志
十
首

（１０
ビ

北
周
・
庚
信
）
の
よ
う
に

「風
月
」
に
代
表
さ
れ
る
自
然
を
表
す

の

が
通
例
で
あ
り
、
詩
作
と
関
わ
る
例
は
未
見
で
あ
る
。
概
し
て
唐
以
前

に
は

「風
月
」
の
用
例
は
少
な
い
。
唐
代
に
入
る
と
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
初
唐

に
お
い
て
は
、
王
勃
が
ぬ
き
ん
で
て
い
る
。

「琴
尊
唯
待
処
　
風
月
自
相
尋
」

今
王
子
安
集
』
巻
三

「贈
李
十
四
四
首
（１
ビ
）
、
コ
ユ
非
下琴
樽
遠
契
、
必
兆
二

朕
於
佳
辰
い
風
月
高
情
、
毎
留
中連
於
勝
地
こ
　
（同
巻
五

「越
州
秋
日
宴
山
亭

序
し

で
は
、
「風
月
」
は

「琴
」
。
「琴
樽
」
と
対
に
さ
れ
、
殊
に
後
者
に
お
い

て
は
、

「秋
日
宴
」
を
促
す
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「少
時
風

月
、
蘭
亭
有
ｉ
同
時
之
会
（
竹
林
無
二今
日
之
歓
こ

（同
巻
六

「秋
日
宴
季
処
士

宅
宴
序
し

に
お
い
て
も
宴
を
誘
う
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。　
こ
れ
ら
の

「風
月
」
は
、
自
然
の
代
表
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

「宴
」
を
促
す

も
の
と
し
て
あ
る
。
他
に

「況
乃
恒
二泊
山
水
（
邊
二遊
風
月
（
緯
酒
於
二其
外
↓

文
墨
於
二其
間
一、
則
造
化
之
於
′我
得
癸
只
同
巻
五
「上
巳
浮
江
宴
序
し

の
よ
う

に
、
「樽
酒
」
「文
墨
」
を
導
く
例
も
注
意
さ
れ
る
が
、
我
が
国
の
よ
う
に
詩
興

を
昂
揚
さ
せ
る
自
然
と
い
う
よ
り
も
、
詩
作
を
含
ん
だ

「琴
樽
文
墨
」
の
「宴
」

を
導
く
も
の
と
し
て
あ
り
、
詩
作
が
特
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

「風
月
」
は
、
他
に
余
り
見
出
せ
ず
、
唐
代
に
お

い
て
も
前
代
と
同
様
、
「風
」
と

「月
」
、
あ
る
い
は
自
然
一
般
を
指
す
場
合
が

多
い
。
例
え
ば
、

「風
月
清
江
夜
　
山
水
白
雲
朝
」

（『幽
憂
子

（慮
照
郵
）

集
』
巻
二
）
は

「風
」
と

「月
」
で
あ
ろ
う
し
、
「江
鶯
遷
′樹
、
朧
鷹
出
／雲
、

夢
二上
京
之
台
沼
（
想
二故
山
之
風
月
一
発
讐
口而
官
商
応
、
揺
峯

而
綺
繍
飛
」

合
文
苑
英
華
』
巻
七
百
一
「洛
州
張
司
馬
集
序
」
張
説
）
は
自
然
一
般
を
表
す
。

こ
う
し
た
状
況
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
既
に
大
曽
根
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、

や
は
り
白
居
易
の

「風
月
」
で
あ
る
。
白
居
易
は
、
唐
代
で
も
圧
倒
的
に
多
く

「風
月
」
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
の

「風
月
」
に
は
、
詩
興
を
催
す
自
然
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
例
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
曽
根
氏
が
あ
げ
ら
れ
た

「唯
有
二詩
魔
降
未
′得
　
毎
′逢
二風
月
■
閑
吟
」

（『白
氏
文
集
』
巻
十
六
・

剛

「閑
吟
し

等
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
全
て
が
同
様
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
前
代

か
ら
も
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
、
一‐風
」
と

「月
」
、
あ
る
い
は
、
自
然

一
般
と

し
て
表
現
さ
れ
る
。

「呉
宮
好
二風
月
一　
越
郡
多
二楼
閣
Ｌ

（同
巻
五
十
一
・

２２‐８

「和
微
之
四
月
一
日
作
し
、

「就
′中
今
夜
好
　
風
月
似
二江
淮
こ

（同
巻
五

十
七

・
硼

「詠
閑
し
、
「風
月
不
′知
二人
世
変
一
奉
レ君
直
似
′奉
二呂
王
こ

（同

巻
六
十
七
・
３４０６

「送
蘇
州
李
使
君
赴
郡
二
絶
句

（２
と
）
等
が
あ
り
、

「風
」

「月
」
あ
る
い
は
自
然
一
般
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
、
白
居
易
に
お
い
て
も

通
例
で
あ
る
。
以
上
、
倉
卒
な
調
査
で
は
あ
る
が
、
中
国
―
―
唐
代
ま
で
の

―
―

「風
月
」
を
概
観
し
た
。
三
勃
の
「風
月
」
で
、
宴
を
催
す
自
然
と
し
て
、

自
居
易
の

「風
月
」
で
、
詩
興
を
催
す
自
然
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
両
者
を
含
め
て
、
「風
月
」
は
、　
一
般
に

「風
」
。
「月
」
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
に
代
表
さ
れ
る
自
然
一
般
と
し
て
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
唐
代
に
お
い
て
平

安
朝
の
よ
う
に

「風
月
」
＝
璽
日

の
例
は
未
見
で
あ
る
が
、

『漢
語
大
詞
典
』

に
よ
れ
ば
、
宋

・
欧
陽
修

「贈
王
介
甫
」
の

「輸
林
風
月
三
千
首
　
吏
部
文
章

二
百
年
」
が
最
も
古
い
。

な
お
平
安
朝
の

「風
月
」
に
関
し
て
付
言
す
る
。
平
安
朝
に
お
い
て
詩
作
と

関
わ
る

「風
月
」
が
詠
ま
れ
る
の
は
小
野
堂
の

「故
栄
凋
之
動
′人
、
猶
色
象

之
在
′鏡
。
事
随
′化
而
暗
遷
、
心
無
′主
而
虚
映
。
況
在
二曖
味
之
中
↓
思
二螢

払
之
道
・。
借
託
二風
月
↓
記
二其
鬱
陶
（
求
三

日
之
足
一
当
二百
年
之
盗
・。
亦
有
′

以
者
乎
」

（『本
朝
文
粋
』
巻
十
一
。
３４‐

「早
春
侍
宴
清
涼
殿
翫
鴬
花
応
製
し

の
例
が
古
い
。
堂
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
白
詩
受
容
の
最
も
初
期
に
位
置
す
る

文
人
で
あ
る
。
詩
作
に
関
わ
る

「風
月
」
が
、
堂
に
見
え
る
の
も
白
居
易
の
影

響
で
あ
ろ
う
か
。
堂
以
後
で
あ
れ
ば
、
道
真
の

「風
月
」
が
問
題
に
な
る
が
、

し
か
し
、
詩
興
を
催
す
自
然
と
し
て
表
現
さ
れ
る
例
、
つ
ま
り
、
詩
作
と
関
わ

っ
て
表
現
さ
れ
る
例
は
、
予
想
さ
れ
る
よ
り
も
少
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
は
、

白
居
易
の

「風
月
」
と
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「臣
十
五
歳
加
冠
而
後
二
十

六
、
対
策
以
前
、
垂
′帷
閉
′戸
、
渉
猟
経
典
、
雖
／有
二風
月
花
鳥
（
蓋
言
′詩

之
日
抄
焉
」
合
菅
家
後
集
』
６７４

「献
家
集
状
し

の
よ
う
に
、
詩
作
と
関
わ
る

例
が
見
出
せ
る
と
と
も
に
、
「風
月
能
傷
二旅
客
心
一　
就
′中
春
尽
涙
難
′
禁
」

合
菅
家
文
草
』
四
・
川

「春
尽
じ

や

「所
天
尋
常
言
日
、
棲
霞
観
者
、
嵯
峨

聖
霊
、
久
留
二叡
賞
（
仮
使
暫
為
二風
月
優
遊
之
家
一、
唯
願
終
作
二香
華
供
養
之

地
Ｌ

（同
巻
十
二
。
価

「為
両
源
相
公
先
考
大
臣
周
忌
法
会
願
文
∧
寛
平
八

年
八
月
十
六
日
∨
し

で
、
前
者
は
、
道
真
の
讃
岐
守
時
代
の
作
で
あ
り
、
京

都
と
は
異
な
る
讃
岐
の
自
然
を

「風
月
」
と
詠
み
、
後
者
で
は
、

「棲
霞
観
」

を
自
然
を
楽
し
む
に
相
応
し
い
地
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
真
の
「風

月
」
は
中
国
で
の

「風
月
」
の
用
法
と
同
様
、
自
然
を
示
す
も
の
と
し
て
も
表

現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
道
真
の

目

月
」
に
は

「詩
才
」
を
表
す
用
法
も
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、

「風
月
」
と
詩
作
と
の
緊
密
さ
が
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
真
以
降
、
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自
然
一
般
を
表
す
例
も
見
出
せ
る
が
、
多
く
は
詩
作
と
関
わ
る
。

（７
）

詳
細
は
工
藤
重
矩
氏

「平
安
朝
に
お
け
る

「文
人
」
に
つ
い
て
」

『
平
安
朝

律
令
社
会
の
文
学
』

（ぺ
り
か
ん
社

・
平
成
五
年
、
昭
和
五
十
七
年
初
出
）
参

照
。

（８
）

注

（６
）
参
照
。
他
に
も
勧
学
会
関
係
の
詩
序
に
は

「風
月
」
が
多
出
す
る

が
、
中
国
で
の
用
法
と
同
様
、
自
然
の
代
表
と
し
て
表
さ
れ
る
。

（９
）

喜
田
新
六
氏

「
王
朝
儀
式
の
源
流
と
そ
の
意
義
」

『令
制
下
に
お
け
る
君
臣

上
下
の
秩
序
に
つ
い
て
』

（皇
學
館
大
學
出
版
部

・
昭
和
四
十
七
年
、
昭
和
三

十
年
初
出
）

（１０
）

一
条
朝
の
詩
会
に
関
し
て
は
後
藤
昭
雄
氏

「
一
条
朝
詩
壇
と

『
本
朝
麓
藻
ヒ

『平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
（桜
楓
社

・
昭
和
五
十
六
年
、
昭
和
四
十
四
年
初
出
）
、

飯
沼
清
子
氏

「平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
作
文
の
実
態
―
―
小
野
官
実
資
の
批

判
を
緒
と
し
て
―
―
」

（國
學
院
雑
誌
８６
‐
６
・
昭
和
六
二
年
六
月
）
が
参
考

に
な
る
。
以
下
の
数
値
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
、
稿
者
独
自
に

『
大
日

本
史
料
』
を
中
心
に
調
査
し
た
。
但
し
、
釈
具
等
、
大
学
寮
主
催
の
詩
会
に
つ

い
て
は
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
ま
た
内
御
書
所
詩
会
は
、
御
前
詩
会
と
同
時
開

催
な
ら
ば
、
合
わ
せ
て
一
回
と
し
、
御
前
詩
会
の
後
に
挙
行
さ
れ
て
い
る
場
合

は
別
に
扱
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
前
掲
拙
稿

「
一
条
朝
文
壇

の
形
成

―
―
重
陽
宴
の
変
容
を
通
し
て
―
―
」
参
照
。
ま
た
本
稿
の
基
と
な
っ
た
平
成

七
年
度
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
い
て
資
料
と
し
て
配
布
し
た

「詩
宴
略

年
表
会
ｇ
」
は
、
紙
幅
の
都
合
及
び
年
表
自
体
の
不
備
も
あ
り
、
掲
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、　
一
条
朝
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
に
示
し
た

の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（Ｈ
）

只
貞
観
）
儀
式
』
『西
宮
記
』

『
北
山
抄
』
等
の
儀
式
書
に
記
さ
れ
る
儀
式

次
第
に
賦
詩
行
為
の
記
さ
れ
る
も
の
を
指
す
。
内
宴
、
重
陽
宴
、
花
宴
等
で
あ

２
つ

。

（・２
）

一
条
朝
お
け
る
公
宴
詩
会
は
重
陽
宴
の
四
回
の
開
催
が
目
に
付
く
程
度
で
あ

る
。
重
陽
宴
は
冷
泉
朝
辺
か
ら
挙
行
さ
れ
ず
、
平
座
で
催
さ
れ
る
こ
と
が
通
例

に
な
る
が
、　
一
条
朝
で
は
平
座
の
後
に
御
前
作
文
が
行
わ
れ
る

（後
藤
氏
前
掲

「重
陽
」
参
照
）
が
、
こ
れ
は
公
宴
詩
会
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
注
（１０
）
に

あ
げ
た
拙
稿
参
照
。

【付
記
】

本
稿
は
、
平
成
七
年
度
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

（平
成
八
年

一
月
十
五
日
、
於
大
阪

大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。

申
し
上
げ
る
。

席
上
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
諸
先
生
方
に
お
礼

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


